
暮らしに便利なまちを 

つくる 

 

 

１ 目  的   図書館の利用拡大及びマイナンバーカードの普及・利活用 

 

２ 内  容   従来の図書館利用者カードに加えて、マイナンバーカードでも図書館

の本を借りることができるようになります。 

なお、このサービスは埼玉県内の図書館で初めての運用※となります。 

※令和元年１２月末現在 

 

３ サービス開始日  令和２年３月１日(日)～ 

 

４ 手続方法   市内図書館のいずれかの窓口で、図書館利用者カードとマイナンバー

カードを紐付けする手続きが必要です。 

 

【手続きに関するフローチャート】 

①図書館利用者カードの有無 

a.持っている   b.持っていない 

 

     

       

 

 

②マイナンバーカードの有無 

a.持っている    b.持っていない 

     

 

       

 

③図書館窓口で、最初の1回のみ①と②のカードを提示する       ④手続き完了 

 

 

 

図書館利用者カードをつくる 

本人確認のできる運転免許証等を持参し、市内の図書

館で申請 ※作成要件有り 

 

マイナンバーカードをつくる 

市民課で交付を受ける ※手続方法は要確認 

マイナンバ
ーカードの
みで本が借
りられるよ
うになりま
す！ 

図
書
館
で
受
付
処
理 

マイナンバーカードで図書館の本が借りられるように！ 

A―３９ 
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